
○富山市特定公共賃貸住宅条例施行規則 

平成１７年４月１日 

富山市規則第２３５号 

改正 平成２０年３月３１日富山市規則第４２号 

平成２１年３月３１日富山市規則第３７号 

平成２５年３月２９日富山市規則第３６号 

平成２６年３月３１日富山市規則第４２号 

平成２７年３月３０日富山市規則第２３号 

平成２７年１２月２８日富山市規則第１０９号 

平成２８年３月３１日富山市規則第３２号 

平成２８年１２月２８日富山市規則第１０６号 

令和元年６月２８日富山市規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山市特定公共賃貸住宅条例（平成１７年富山市

条例第２４６号。以下「条例」という。）第３９条の規定に基づき、

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（入居者の所得基準） 

第３条 条例第６条第３号に規定する基準は、その者の所得が１５万８，

０００円以上４８万７，０００円以下であることとする。ただし、所

得が１３万９，００１円以上の者で所得の上昇が確実に見込まれるも

のについては、この限りでない。 

（住宅等） 

第３条の２ 条例第６条第５号に規定する住宅等は、次に掲げるものと

する。 

(1) 富山市営住宅条例（平成１７年富山市条例第２４４号）第２条第

１号に規定する市営住宅 



(2) 富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例（平成１

７年富山市条例第２４５号）第２条第１号又は第２号に規定する賃

貸住宅又は賃貸店舗 

(3) 富山市地域特別賃貸住宅条例（平成１７年富山市条例第２４７

号）第２条第１号に規定する地域特別住宅 

(4) 富山市稲代住宅条例（平成１７年富山市条例第２４８号）第１条

に規定する富山市稲代住宅 

（入居の申込み） 

第４条 条例第７条第１項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸

住宅入居申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出して行わなければならない。 

(1) 申込みをする者及び同居親族の収入を証する書類 

(2) 扶養親族を確認できる書類 

(3) 市町村税の納税証明書 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（入居決定の通知） 

第５条 市長は、条例第７条第２項及び第９条第２項の規定により入居

者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定通知書により当該入

居決定者に通知するものとする。 

（入居者の選定の特例） 

第６条 条例第８条第２項に規定する同居親族が多い者その他の特に居

住の安定を図る必要がある者は、次に掲げる者とする。 

(1) １８歳未満の同居親族が３人以上いる者 

(2) 配偶者のない者で、現に２０歳未満の同居親族を扶養しているも

の 

(3) ６０歳以上の者又は６０歳以上の同居親族がいる者 

(4) 障害者（市長が別に定める程度の障害を有する者に限る。以下同

じ。）又は障害者の同居親族がいる者 



(5) 富山市営住宅に入居している者で、収入超過者であるもの 

（連帯保証人） 

第７条 条例第１０条第１項第１号に規定する連帯保証人は、独立の生

計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有するものとする。

ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

（請書） 

第８条 条例第１０条第１項第１号に規定する請書は、特定公共賃貸住

宅使用請書（様式第２号）によるものとする。 

２ 前項の請書には、前条の要件を満たす連帯保証人１人以上の印鑑登

録証明書及び収入を証する書類を添えなければならない。 

（連帯保証人の変更又は追加の申請） 

第９条 入居者は、前条第２項の連帯保証人を変更又は追加しようとす

るときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更・追加申請書（様式第３

号）に特定公共賃貸住宅使用請書（様式第２号）及び同項に規定する

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（入居手続の延期の申請） 

第１０条 条例第１０条第２項の規定により入居の手続を延長しようと

する者は、特定公共賃貸住宅の入居の決定のあった日から１０日以内

に、特定公共賃貸住宅入居手続延期申請書（様式第４号）により市長

に申請しなければならない。 

（同居の承認の申請） 

第１１条 条例第１１条の規定による承認を受けようとする者は、特定

公共賃貸住宅同居承認申請書（様式第５号）に同居しようとする者の

収入を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（入居の承継の申請） 

第１２条 条例第１２条の規定による承認を受けようとする者は、承継

の理由となるべき事実の発生した日から３０日以内に、特定公共賃貸

住宅入居承継申請書（様式第６号）に特定公共賃貸住宅使用請書（様



式第２号）及び当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

（同居親族の異動の届出） 

第１３条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居親族に異動が生じ

たときは、速やかに、その旨を特定公共賃貸住宅同居親族異動届（様

式第７号）により市長に届け出なければならない。 

（家賃） 

第１４条 条例第１３条第１項に規定する家賃は、月を単位とし、別表

第１に定める額とする。 

２ 市長は、条例第１３条第２項の規定により家賃を変更するときは、

家賃を変更する期日及びその額その他必要な事項を入居者に通知する

ものとする。 

（家賃の減額の申請） 

第１５条 条例第１４条第３項の規定による申請は、毎年指定する期日

までに、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書（様式第８号）に入居者全

ての所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長

に提出して行わなければならない。 

２ 新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者が家賃の減額を受け

ようとする場合は、特定公共賃貸住宅入居申込書（様式第１号）の提

出をもって前項の申請書の提出があったものとみなす。 

３ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者を新た

に同居させようとする者が家賃の減額を受けようとする場合は、特定

公共賃貸住宅同居承認申請書（様式第５号）又は特定公共賃貸住宅同

居親族異動届（様式第７号）の提出をもって第１項の申請書の提出が

あったものとみなす。 

（入居者負担額の決定の通知） 

第１６条 条例第１４条第４項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅

入居者負担額決定通知書により行うものとする。 



（入居者負担額の決定） 

第１７条 条例第１５条に規定する入居者負担額は、家賃の減額を受け

ようとする入居者の所得、年齢及び入居する特定公共賃貸住宅の区分

に応じ、市長が決定するものとする。 

２ 前項の入居者負担額は、月を単位とし、次の各号に掲げる者の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 次号に掲げる者以外の者 別表第２ 

(2) １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者と

同居する者 別表第３ 

３ 第１項の入居者負担額は、毎年４月１日から翌年の３月３１日まで

（第１５条第２項に規定する場合においては、入居の日から同日以後

最初に到来する３月３１日まで）の間適用する。 

（家賃の減免又は徴収猶予の申請） 

第１８条 条例第１７条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けよう

とする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予申請書（様式第９

号）に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証する書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

（損傷又は破損の届出） 

第１９条 特定公共賃貸住宅及び共同施設に損傷又は破損が生じた場合

において、当該損傷又は破損の修繕に要する費用が条例第２０条第１

項の規定により市の負担となるものと認められるときは、入居者は、

速やかに、当該損傷又は破損を住宅管理人を経由して市長に届け出な

ければならない。 

（不在の届出） 

第２０条 条例第２４条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅不在届

（様式第１０号）を特定公共賃貸住宅を使用しなくなる前日までに市

長に提出して行わなければならない。 

（用途一部変更の承認の申請） 



第２１条 条例第２６条ただし書の規定による承認を受けようとする者

は、特定公共賃貸住宅用途一部変更承認申請書（様式第１１号）に用

途を変更しようとする部分の設計図を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

（模様替え又は増築の承認の申請） 

第２２条 条例第２７条第１項ただし書の規定による承認を受けようと

する者は、特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書（様式第１２

号）に該当する部分の平面図及び配置図を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

（明渡しの届出） 

第２３条 条例第２８条第１項の規定により特定公共賃貸住宅を明け渡

そうとする者は、特定公共賃貸住宅明渡届（様式第１３号）により市

長に届け出なければならない。 

（使用の申込み及び決定） 

第２４条 条例第３０条第１項の規定により駐車場を使用しようとする

者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書（様式第１４号）を市

長に提出しなければならない。 

（駐車場の使用料） 

第２５条 駐車場の使用料は、次の表のとおりとする。 

特定公共賃貸住宅名 駐車場の使用料（１区画あたり） 

上赤江特定公共賃貸住宅 月額 ２，１００円 

（住宅監理員） 

第２６条 条例第３６条に規定する住宅監理員は、別表第４の左欄に掲

げる特定公共賃貸住宅の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職にある者

をもって充てるものとする。 

（住宅検査員証） 

第２７条 条例第３７条第３項に規定する身分を示す証票は、特定公共

賃貸住宅検査員証（様式第１５号）による。 



（細則） 

第２８条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合

併前の富山市特定公共賃貸住宅条例施行規則（平成１４年富山市規則

第５４号）又は八尾町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する規則（平

成１１年八尾町規則第７号）（次項においてこれらを「合併前の規則」

という。）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しく

は免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免

除又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。 

４ 第１７条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き合併前の

富山市特定公共賃貸住宅条例（平成１４年富山市条例第１５号）の規

定に基づき、富山市特定公共賃貸住宅に入居している者に係る施行日

から平成１８年３月３１日までの入居者負担額は、施行日の前日にお

いて適用されていた入居者負担額を同条第１項の入居者負担額とみな

す。 

附 則（平成２０年３月３１日富山市規則第４２号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日富山市規則第３７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富山市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、この規則



の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入

居の申込みをした者については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月２９日富山市規則第３６号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、様式第１号

の改正規定、様式第２号の改正規定、様式第３号及び様式第４号の改正

規定、様式第５号の改正規定、様式第６号及び様式第７号の改正規定、

様式第８号の改正規定、様式第９号及び様式第１０号の改正規定、様式

第１１号の改正規定並びに様式第１２号から様式第１４号までの改正規

定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日富山市規則第４２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日富山市規則第２３号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日富山市規則第１０９号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日富山市規則第３２号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２８日富山市規則第１０６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から引き続

き入居する者が、施行日において１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者と同居している場合においては、平成２８年

度においてなされた改正前の富山市特定公共賃貸住宅条例施行規則第

１５条第１項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃の減額の申請（同

条第２項の規定により提出があったものとみなされる場合を含む。）

は、改正後の富山市特定公共賃貸住宅条例施行規則第１５条各項の規

定によりなされたものとみなす。 



附 則（令和元年６月２８日富山市規則第１４号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。ただし、第２５条の表

の改正規定は、同年１０月１日から施行する。 

別表第１（第１４条関係） 

名称 しゅん工年度 構造 住宅の区分 戸数 家賃（円） 

中教院特定

公共賃貸住

宅 

１４年度 高層耐火 単身者用(A) ４  ５０，０００

単身者用(B) ７  ５６，０００

世帯用 ２０ ８２，０００

上赤江特定

公共賃貸住

宅 

１５年度 高層耐火 世帯用(A) ５  ７６，５００

世帯用(B) １０ ８６，０００

世帯用(C) ５  ９５，０００

新曙町特定

公共賃貸住

宅 

８年度 低層耐火 世帯用 ２ ８０，０００

高熊特定公

共賃貸住宅 

１１年度 木造 世帯用 １０ ６５，０００

寺山特定公

共賃貸住宅 

１２年度 中層耐火 世帯用 １ ５３，６００

源川原特定

公共賃貸住

宅 

１５年度 中層耐火 世帯用(A) ３  ６４，０００

世帯用(B) ３  ６５，０００

世帯用(C) ２  ６８，０００

山田中村特

定公共賃貸

住宅 

１１年度 中層耐火 世帯用(A) ６  ４０，０００

１４年度 中層耐火 世帯用(B) ６  ４０，０００

別表第２（第１７条関係） 

名称 住宅の区分 入居者の所得区分 入居者負担額（円） 

中教院

特定公

単身者用

(A) 

２３８，０００円以下 ４０，０００

２３８，０００円を超え２６ ４２，０００



共賃貸

住宅 

８，０００円以下 

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

４４，０００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

４６，０００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

４８，０００

単身者用

(B) 

２３８，０００円以下 ４４，８００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

４７，０００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

４９，２００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

５１，５００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

５３，７００

世帯用 ２３８，０００円以下 ６５，６００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

６８，８００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

７２，１００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

７５，４００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

７８，７００

上赤江

特定公

共賃貸

世帯用(A) ２３８，０００円以下 ６１，２００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

６４，２００



住宅 ２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

６７，３００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

７０，３００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

７３，４００

世帯用(B) ２３８，０００円以下 ６３，２００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

６６，４００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

６９，５００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

７２，７００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

７５，９００

世帯用(C) ２３８，０００円以下 ６４，６００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

６７，８００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

７１，０００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

７４，２００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

７７，５００

新曙町

特定公

共賃貸

住宅 

世帯用 ３２２，０００円以下 ５５，０００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

６０，０００

４４５，０００円を超え４８ ６５，０００



７，０００円以下 

高熊特

定公共

賃貸住

宅 

世帯用 ２３８，０００円以下 ５２，０００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

５５，２００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

５８，５００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

６１，７００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

６５，０００

寺山特

定公共

賃貸住

宅 

世帯用 ２３８，０００円以下 ４２，８００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

４５，５００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

４８，２００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

５０，９００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

５３，６００

源川原

特定公

共賃貸

住宅 

世帯用(A) ２３８，０００円以下 ５１，２００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

５４，４００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

５７，６００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

６０，８００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

６４，０００



世帯用(B) ２３８，０００円以下 ５２，０００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

５５，２００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

５８，５００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

６１，７００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

６５，０００

世帯用(C) ２３８，０００円以下 ５４，４００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

５７，８００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

６１，２００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

６４，６００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

６８，０００

山田中

村特定

公共賃

貸住宅 

世帯用(A) ２３８，０００円以下 ３５，２００

２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

３６，３００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

３７，４００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

３８，５００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

４０，０００

世帯用(B) ２３８，０００円以下 ３５，２００



２３８，０００円を超え２６

８，０００円以下 

３６，３００

２６８，０００円を超え３２

２，０００円以下 

３７，４００

３２２，０００円を超え４４

５，０００円以下 

３８，５００

４４５，０００円を超え４８

７，０００円以下 

４０，０００

別表第３（第１７条関係） 

名称 住宅の

区分 

入居者の所得区分 入居者負担額

（円） 

中教院

特定公

共賃貸

住宅 

世帯用 ２３８，０００円以下 ６０，３００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

６３，２００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

６６，３００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

６９，３００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

７２，４００

上赤江

特定公

共賃貸

住宅 

世帯用

(A) 

２３８，０００円以下 ５６，３００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

５９，０００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

６１，９００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

６４，６００

４４５，０００円を超え４８７，００ ６７，５００



０円以下 

世帯用

(B) 

２３８，０００円以下 ５８，１００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

６１，０００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

６３，９００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

６６，８００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

６９，８００

世帯用

(C) 

２３８，０００円以下 ５９，４００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

６２，３００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

６５，３００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

６８，２００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

７１，３００

新曙町

特定公

共賃貸

住宅 

世帯用 ３２２，０００円以下 ５０，６００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

５５，２００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

５９，８００

高熊特

定公共

賃貸住

宅 

世帯用 ２３８，０００円以下 ４７，８００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

５０，７００

２６８，０００円を超え３２２，００ ５３，８００



０円以下 

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

５６，７００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

５９，８００

寺山特

定公共

賃貸住

宅 

世帯用 ２３８，０００円以下 ３９，３００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

４１，８００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

４４，３００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

４６，８００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

４９，３００

源川原

特定公

共賃貸

住宅 

世帯用

(A) 

２３８，０００円以下 ４７，１００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

５０，０００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

５２，９００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

５５，９００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

５８，８００

世帯用

(B) 

２３８，０００円以下 ４７，８００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

５０，７００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

５３，８００



３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

５６，７００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

５９，８００

世帯用

(C) 

２３８，０００円以下 ５０，０００

２３８，０００円を超え２６８，００

０円以下 

５３，１００

２６８，０００円を超え３２２，００

０円以下 

５６，３００

３２２，０００円を超え４４５，００

０円以下 

５９，４００

４４５，０００円を超え４８７，００

０円以下 

６２，５００

別表第４（第２６条関係） 

特定公共賃貸住宅名 住宅監理員 

上赤江特定公共賃貸住宅 

中教院特定公共賃貸住宅 

市営住宅課長 

新曙町特定公共賃貸住宅 

高熊特定公共賃貸住宅 

寺山特定公共賃貸住宅 

源川原特定公共賃貸住宅 

山田中村特定公共賃貸住宅 

土木事務所建設課長 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


